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○中津川市立図書館資料管理運用要綱 

平成24年７月20日決裁 

改正 

平成26年12月４日 

平成29年10月３日 

平成31年３月28日 

中津川市立図書館資料管理運用要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中津川市立図書館規則（昭和51年中津川市教育委員会規則第５号。以下「規

則」という。）第２条及び第５条第２項の規定に基づき、中津川市立図書館（以下「図書館」と

いう。）における資料の管理運用に関して必要な事項を定めるものとする。 

（資料の種類） 

第２条 図書館が管理運用する資料の種類は、次のとおりとする。 

(１) 一般図書 

(２) 児童図書、児童図書研究資料及び紙芝居 

(３) 参考図書（事典、辞典、年鑑、白書等） 

(４) 郷土資料及び行政資料 

(５) 特別コレクション 

(６) 図書館利用に障がいのある人のための資料（音訳図書、点字図書等） 

(７) 逐次刊行物（新聞、雑誌等） 

(８) 視聴覚資料 

(９) 新しい情報メディア資料 

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な資料 

（資料収集の基本方針） 

第３条 図書館は、中津川市立図書館の資料収集方針（平成24年７月20日決裁）に基づき、市民の

利用に供するため、前条に掲げる資料を収集する。 

２ 図書館は、前項に規定する基本方針に基づき、毎年度の資料収集の方針を作成し、図書館協議

会の意見を踏まえて決定するものとする。 

一部改正〔平成29年10月３日〕 

（資料選書会議） 
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第４条 前条に規定する方針に基づき行う購入、寄贈、寄託等による資料の収集については、図書

館職員で構成する選書会議で審議し、図書館長が決定する。 

（資料の寄贈） 

第５条 図書館に資料を寄贈しようとする者（以下「寄贈者」という。）は、中津川市立図書館寄

贈資料申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、寄贈する資料を添えて申し込むものとする。 

２ 前項に規定する申込みがあった場合は、寄贈者は所有権を放棄し、図書館が資料を選定し、配

架し、及び所蔵の可否を決定することを委任するものとし、図書館は前条に規定する選書会議に

て審議し、館長が受入れを決定するものとする。 

３ 館長は、前項の規定により資料を受領したときは、中津川市立図書館寄贈資料受領書（様式第

２号）を寄贈者に発行するものとする。 

（資料の寄託） 

第６条 図書館に資料を寄託しようとする者（以下「寄託者」という。）は、中津川市立図書館寄

託資料申請書（様式第３号）に必要な事項を記入し、寄託資料を添えて申し込むものとする。 

２ 図書館は、前項に規定する申込みがあった場合は、第４条に規定する選書会議にて審議し、館

長が受入れを決定するものとする。 

３ 館長は、前項の規定により受入れを決定したときは、中津川市立図書館寄託資料契約書（様式

第４号）により、寄託者との間に契約を締結するものとする。 

４ 図書館は、寄託資料の破損若しくは汚損又は亡失の責めは負わないものとする。 

（資料の保存） 

第７条 図書館は、収集した図書館資料を速やかに登録し、適正な保存及び提供に努めるものとす

る。 

（資料の除籍及び廃棄） 

第８条 図書館は、別に定める「中津川市立図書館資料の除籍及び廃棄のための基準」に基づき、

所蔵資料の数量、利用状況等を考慮して、除籍及び廃棄することができる。 

（資料の複写条件等） 

第９条 図書館は、利用者の求めに応じ、著作権法（昭和45年法律第48号）第31条の規定により図

書館資料の複製物を提供することができる。 

２ 図書館資料の複製物の提供を受けようとする者は、中津川市立図書館資料複写申込書（様式第

５号）により申し込まなければならない。 

３ 複製物提供に係る料金は、実費相当額とする。 
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（資料の貸出し条件等） 

第10条 図書館資料の貸出し条件等は、別表のとおりとする。 

２ 図書館資料の貸出しを受けようとする者及び団体は、図書館利用カードを職員に提示しなけれ

ばならない。 

３ 同一資料の延長貸出しは、返却期限日を経過したとき及び貸出しの予約を受けた資料を除き、

これを認めることができる。 

一部改正〔平成26年12月４日〕 

（図書館利用カードの交付等） 

第11条 図書館利用カードの交付を受けようとする者及び団体は、中津川市立図書館利用カード交

付申請書（様式第６号）に必要事項を記入し、その身分を確認できるものを添えて申請するもの

とする。 

２ 図書館は、前項に規定する申請書を審査し、適当と認めたときは、利用登録を行い、図書館利

用カード（様式第７号）を交付する。 

３ 障がい者貸出しの利用を受けようとする者で、本人が来館して第１項に規定する申請をするこ

とができないときは、家族等介助者が代理して申請することができるものとする。この場合にお

いて、図書館利用カードを図書館の受付カウンターで保管することができるものとする。 

４ 図書館利用カードの交付を受けた者は、そのカードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこ

れを不正に使用してはならない。 

５ 図書館利用カードを紛失し、又は破損したときは、中津川市立図書館利用カード紛失・破損届

（様式第８号）により、速やかに図書館へ届け出なければならない。 

６ 図書館利用カードを紛失し、又は破損し、再交付を受けようとする者及び団体は、中津川市立

図書館利用カード再交付申請書（様式第９号）に必要事項を記入し、その身分を確認できるもの

を添えて申請するものとする。 

７ 第１項で申請した内容に変更が生じたときは、中津川市立図書館登録内容変更届（様式第10号）

に変更事項を記載し、速やかに提出しなければならない。 

８ 図書館利用カードの交付を受けた者及び団体は、第２項の利用登録の抹消をしようとするとき

は、中津川市立図書館利用登録情報抹消届（様式第11号）に必要事項を記入し、届け出なければ

ならない。 

一部改正〔平成29年10月３日・31年３月28日〕 

（貸出しの制限） 
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第12条 図書館は、図書館資料の貸出しを制限することができるものとする。ただし、特別の理由

により館長が必要と認めたときは、この限りでない。 

（予約及びリクエスト貸出しサービス） 

第13条 貸出し中の図書館資料又は図書館が所蔵していない資料の貸出しを受けようとする者（以

下「予約者等」という。）は、中津川市立図書館予約・リクエスト申込書（様式第12号）に必要

な事項を記入し、申し込むものとする。 

２ 図書館は、前項の規定により図書館資料の予約の申込みがあったときは、予約の手続きを行う

ものとし、リクエストの申込みがあったときは、第３条の中津川市立図書館の資料収集方針に基

づき、資料の購入若しくは他図書館等からの借受け又は申込みの棄却を選書会議にて審議し、館

長が決定するものとする。 

３ 図書館は、予約又はリクエスト申込みのあった資料が貸出し可能となったときは、予約者等へ

電話又はＥメールにより通知を行う。 

４ 図書館は、前項の通知後、７日を経過しても予約者等が資料の受取に来ないときは、本人の承

諾なく予約を取り消すことができる。 

５ 予約又はリクエストできる点数は、別表に定める。 

一部改正〔平成29年10月３日・31年３月28日〕 

（インターネット予約貸出しサービス） 

第14条 図書館資料をインターネットから予約して貸出しを受ける者（以下「インターネット予約

者」という。）は、図書館ホームページより中津川市立図書館インターネット予約パスワード登

録を申し込むものとする。 

２ 図書館は、前項の規定により申込みがあったときは、図書館受付カウンター又は図書館ホーム

ページよりパスワードを交付するものとし、交付されたパスワードは、インターネットから変更

することができるものとする。 

３ インターネット予約者は、前項のパスワードを利用し、図書館資料をインターネットから申し

込み、図書館が指定する受取館を選択するものとする。 

４ 図書館は、前項の規定により予約を受けたとき、又は予約した図書館資料が貸出し可能となっ

たときは、インターネット予約者へＥメール又は電話により通知を行う。 

５ 図書館は、前項の通知後７日を経過してもインターネット予約者が資料の受取に来ないときは、

本人の承諾なく予約を取り消すことができる。 

６ 予約できる点数は、前条第５項に規定する点数に含まれるものとする。 
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一部改正〔平成29年10月３日〕 

（資料の返却） 

第15条 貸出しを受けた資料は、図書館が指定する場所へ期限までに返却しなければならない。 

２ 開館時間外にあっては、館長が別に定める資料を除き、図書館が指定する返却ポストへ返却す

るものとする。 

（資料返却の督促） 

第16条 図書館は、貸し出した資料の返却期限の日から起算して30日を経過しても返却されない者

（以下「督促者」という。）に対し、返本請求書（様式第13号）により督促を通知する。 

２ 図書館は、督促者に対し、新たな図書館資料の貸出しサービス並びに予約、リクエスト及びイ

ンターネット予約サービスを行わないものとする。 

一部改正〔平成31年３月28日〕 

（損害賠償） 

第17条 図書館は、図書館資料又は他図書館等から借り受けた資料を故意又は過失により亡失、汚

損、棄損又は市民の利用に耐えられない状態にした者（以下「賠償者」という。）に対し、直ち

に中津川市立図書館資料紛失・破損届（様式第14号）を提出させるとともに、損害賠償を求める

ものとする。 

２ 館長は、前条に定める資料の督促を数度に行っても返却がないときは、亡失したものと見なし、

督促者へ賠償を求めることができる。 

３ 賠償の内容は、保存年限を基準として、保存年限内又は永年保存の場合は現物の賠償を求める。 

４ 図書館は、第１項の規定により資料の賠償があったときは、中津川市立図書館弁償資料受領書

（様式第15号）を賠償者に発行するものとする。 

一部改正〔平成31年３月28日〕 

附 則 

この要綱は、平成24年７月21日から施行する。 

附 則（平成26年12月４日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に本市に住所を有し、住民基本台帳に記録された者で「元気カード」

を提示するものに対する図書館の資料の貸出しについては、平成27年３月31日までの間は、なお
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従前の例によることができる。 

附 則（平成29年10月３日） 

この要綱は、平成29年10月３日から施行する。 

附 則（平成31年３月28日） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

別表（第10条、第13条関係） 

利用者種別 貸出点数 貸出期間 予約等点数 

個人貸出

し 

中津川市立図書館のボ

ランティア制度に登録

した者 

無制限とする。ただし、紙

芝居は５点、大型絵本は３

点、視聴覚資料は２点を限

度とする。 

１月以内 10点を限度とする。

ただし、紙芝居は５

点、大型絵本は３点、

視聴覚資料は２点を

限度とする。 

学校図書館司書として

市内の小学校及び中学

校に勤務する者 

無制限とする。ただし、紙

芝居は５点、大型絵本は３

点、視聴覚資料は２点を限

度とする。 

１月以内 10点を限度とする。

ただし、紙芝居は５

点、大型絵本は３点、

視聴覚資料は２点を

限度とする。 

上記以外の者 無制限とする。ただし、紙

芝居は５点、視聴覚資料は

２点、大型絵本は１点を限

度とする。 

15日以内 ５点を限度とする。

ただし、紙芝居は５

点、視聴覚資料は２

点、大型絵本は１点

を限度とする。 

団体貸出

し 

公共機関及び規約等の

提出をおこなった事業

所、各種団体等 

無制限とする。ただし、大

型絵本は５点、視聴覚資料

は２点を限度とする。 

１月以内 10点を限度とする。

ただし、大型絵本は

５点、視聴覚資料は

２点を限度とする。 

市内の小学校及び中学

校 

無制限とする。 １月以内 ― 

障がい者市内に住所を有する身 無制限とする。ただし、紙 １月以内 ５点を限度とする。
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貸出し 体障害者手帳を有する

者 

芝居は５点、視聴資料は２

点、大型絵本は１点を限度

とする。 

ただし、紙芝居は５

点、視聴資料は２点、

大型絵本は１点を限

度とする。 

一部改正〔平成26年12月４日・31年３月28日〕 

様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 



11/21 
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様式第５号（第９条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕 

様式第６号（第11条関係） 

 

全部改正〔平成31年３月28日〕 

様式第７号（第11条関係） 
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様式第８号（第11条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕 

様式第９号（第11条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕 

様式第10号（第11条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕 

様式第11号（第11条関係） 
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追加〔平成31年３月28日〕 

様式第12号（第13条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕、一部改正〔平成31年３月28日〕 

様式第13号（第16条関係） 
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全部改正〔平成29年10月３日〕、一部改正〔平成31年３月28日〕 

様式第14号（第17条関係） 
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一部改正〔平成31年３月28日〕 

様式第15号（第17条関係） 

 

一部改正〔平成31年３月28日〕 


